プレシス本厚木コンフォート管理組合　第9期定期総会議事録
（敬称略）
	日　　時
	２０２３年３月２５日（土）午前１０時００分から午後１２時３５分

	場　　所
	あつぎ市民交流プラザ（アミューあつぎ）６階　ルーム６０２



	総数
	組合員
	６９
	名
	※ 議決権総数は１住戸１議決権
※（普）＝普通決議にて審議　（特）＝特別決議にて審議

	
	議決権
	６９
	個
	



	
	総数
	当日出席
	議長委任
	書面行使書

	出欠状況
	組合員
	６８
	名
	１４
	名
	１２
	名
	４２
	名

	
	議決権
	６８
	個
	１４
	個
	１２
	個
	４２
	個

	
	賛成
	反対
	賛成
	反対
	賛成
	反対
	賛成
	反対
	棄権等

	１号（普）
	組合員
	６７
	１
	１４
	０
	１２
	０
	４１
	１
	１

	結果
	承認
	議決権
	６７
	１
	１４
	０
	１２
	０
	４１
	１
	１

	２号（特）
	組合員
	５５
	１３
	１４
	０
	１３
	０
	２８
	１３
	１

	結果
	承認
	議決権
	５５
	１３
	１４
	０
	１３
	０
	２８
	１３
	１

	３号（普）
	組合員
	５６
	１２
	１４
	０
	１３
	０
	２９
	１２
	１

	結果
	承認
	議決権
	５６
	１２
	１４
	０
	１３
	０
	２９
	１２
	１

	４号（普）
	組合員
	６２
	６
	９
	５
	１２
	０
	４１
	１
	１

	結果
	承認
	議決権
	６２
	６
	９
	５
	１２
	０
	４１
	１
	１

	５号（普）
	組合員
	６８
	０
	１４
	０
	１２
	０
	４２
	０
	１

	結果
	承認
	議決権
	６８
	０
	１４
	０
	１２
	０
	４２
	０
	１

	６号（普）
	組合員
	６１
	７
	１３
	１
	１３
	０
	３５
	６
	１

	結果
	承認
	議決権
	６１
	７
	１３
	１
	１３
	０
	３５
	６
	１

	７号（普）
	組合員
	６８
	０
	１４
	０
	１２
	０
	４２
	０
	１

	結果
	承認
	議決権
	６８
	０
	１４
	０
	１２
	０
	４２
	０
	１

	８号（普）
	組合員
	６６
	２
	１４
	０
	１２
	０
	４０
	２
	１

	結果
	承認
	議決権
	６６
	２
	１４
	０
	１２
	０
	４０
	２
	１

	９号（普）
	組合員
	６８
	０
	１４
	０
	１２
	０
	４２
	０
	１

	結果
	承認
	議決権
	６８
	０
	１４
	０
	１２
	０
	４２
	０
	１

	１０号（普）
	組合員
	６８
	０
	１４
	０
	１２
	０
	４２
	０
	１

	結果
	承認
	議決権
	６８
	０
	１４
	０
	１２
	０
	４２
	０
	１



	議　　長
	第９期理事長　亀山　知宏

	他出席者
	伏見管理サービス株式会社　石井・城之薗（以下「管理会社」という）



【開会】
２０２３年３月２５日(土)１０時００分、管理規約第４２条５項の定めによりプレシス本厚木コンフォート管理組合の亀山理事長が議長を務め開会を宣した。議決権総数及び本日の出席議決権数についての報告を行い、出席議決権数が議決権総数の半数以上に達し、本総会が成立することを宣言し、直ちに議案の審議に入った。
【議事内容】
	第１号議案
	第９事業報告及び決算報告並びに監査報告承認の件

	議長の指名により、管理会社から、予め配付された資料に基づき議案内容の説明がなされ、続いて中村監事より監査の結果、適正である旨の報告があった。
質疑応答の後、議長が本議案の承認を諮った結果、賛成多数にて可決承認された。

	承認事項
	第９期事業報告及び決算報告並びに監査報告の承認

	主な質疑応答の内容は以下のとおり。
意見：監査報告の結果、給水設備の圧力タンクの破損について、管理会社から理事会への報告が無かった為、次回理事会で管理会社から理事会へ報告して頂きたいとの依頼と指摘があった。（監事）
質問：北側扉の修繕に時間が掛かった理由について、鍵シリンダーの納入に時間が掛かった理解なのかを教えて欲しい。（出席者）
回答：鍵シリンダーでは無く、錠の納期に時間が掛かった。鍵シリンダー及び錠は共に美和ロック製の為、発注から納期まで時間が掛かる。現在、鍵シリンダーの在庫は４個あり。（理事長）
意見：議決権行使で反対１名の方は意見が白紙で反対理由の記載が無く、第９期理事会でこれだけ多くの理事会活動をしているのにも関わらず、反対するのは次期以降の理事会活動が大変になると想定される為、理事長への当て付けだと判断した。（理事長）



	第２号議案
	理事会役員協力金制度追加承認の件（特別決議）

	議長より、予め配付された資料に基づき議案内容の説明がなされ、質疑応答の後、議長が本議案の承認を諮った結果、賛成多数にて可決承認された。

	承認事項
	●理事会役員輪番該当者で、自体若しくは所定の参加率に至らない場合については、その理由に関わらず、管理組合に所定の理事会役員協力金を納めなければならないこと。
・理事会役員協力金は６０，０００円（年間）を納めること。
・外部居住者（単身の長期出張者等）は、役員を辞退する事が可能とするが、辞退した時点で、協力金：６０，０００円（年間）を納めること。
・後期高齢者（７５歳以上：前期定期総会時の年齢）は、役員を辞退する事が可能とする
　が辞退した時点で、協力金：３０，０００円（年間）を納めること。
・理事会開催の間隔は最低２ヶ月に１回以上の開催する前提で、輪番制が回ってきた際に、
　理事は理事会出席率５０％以下（３/６回）などの場合、過去の理事会開催年間平均回数を６回と仮定し、１か月あたり５，０００円の負担と考えて、理事会１回参加：協力金５０，０００円、理事会２回参加協力金４０,０００円、理事会３回参加：協力金
３０，０００円、但し、後期高齢者（７５歳以上）の場合、１か月あたり２，５００円
の負担と考えて半額とすること。
・個人情報保護の詳細部分は、運用詳細を参照すること。

	主な質疑応答の内容は以下のとおり。
意見：協力金の利用目的が分からない。（書面）
回答：前回のアンケート見解でも記載したが、インフレによる物価上昇・人件費高騰があり、インフレ分の管理費（管理委託費・電気代・修繕費・予備費等）補填にする予定である。これ以上に詳細な利用目的に対して、目的を明確にする様な要求をするなら、逆に事例を教えて欲しい。（理事長）
意見：協力金を１/１０の金額にした方が良い。（書面）
回答：目的に対する手段として間違えている。協力金を６０,０００円から６,０００円にした場合、逆に理事の理事会出席率が今よりも更に低くなるリスクが非常に高くなる為、意味が無く、あり得ない手段となる。（理事長）
意見：強制力に関してはある程度高いと思わせるくらいの金額設定が必要であると判断した。（理事長）
意見：全く理事会に出席しない理事について、もう１度次期の理事を継続させてはどうか。（書面）
回答：第９期理事会では理事出席要件が満足せず（理事会で理事が半数以上出席していない）に、理事会が９回中２回は成立していないので、難しいと考えている。（理事長）
意見：どんなに熱心に理事を行っていても参加が出来ない人はどうなのか。（書面）
回答：土日出勤の方の場合でも何とか休みを取得して、理事会を欠席する際にもメール連絡等をして頂いており、やる気がある理事は３～４回は理事会へ参加している。理事会に来ない方はそもそもの意思疎通が取れない場合が多い。（理事長）
意見：理事期間中に病気になってしまった場合はどうするのか。（書面）
回答：総会で選任される前の時期であれば、欠席理由を明確にした上で管理規約３６条の２に基いて、理事会で判断し、また理事期間中に病気になってしまった場合は、占有者が単身世帯の場合は、理事会判断で管理規約３６条の２に基いて、理事要件を判断すれば問題無いと考えている。但し、占有者が複数いる場合は、代理出席が出来ると想定されるので、その限りではないと考えている。（理事長）
意見：冠婚葬祭の場合はどうか。（書面）
回答：第１回目の理事会で、理事会や総会の年間計画を出しているので、年１～２回くらい欠席しても影響は無いと考えている。（理事長）
意見：この制度は法的に問題無いか。後で訴訟問題にならないか。（書面）
回答：現時点でどこを争点した訴訟なのか不明の為、回答出来ない。法的に問題ないかを最終判断するのは裁判所であり、管理組合では判断が出来ない。火災保険で役員特約(～５００万円)は付けており、万一、裁判されても問題は無いと考えている。
別件で例えば自治会の会費支払いは管理組合の管理費一括徴収である為、そこを争点にした場合は、管理組合側が裁判で訴えられた場合、負ける可能性は高いと考えている。（理事長）
意見：ＷＥＢ会議なら理事会へ参加できる。（書面）
回答：第９期第９回理事会の時に、第１０期候補の理事の方が参加して頂いたが、ＷＥＢ会議なら参加できると意見した２人が参加しなかった為、ＷＥＢ会議システム（プロジェクター）の購入判断できずに、判断を先送りとした。（理事長）
意見：1ヵ月あたり５,０００円の負担で、１回しか来ない５万円、２回しか来ない４万円、３回しか来ない３万円だと計算が合わない。負担が１０,０００円なら理解できる。もしくは１回しか来ない、
２万５千円、２回しか来ない２万円、３回しか来ない１万５千円と考えている。（書面）
回答：６回中４回以上理事会へ参加しないと、理事の役割を全う出来ないと過去の経験から、想定している為、この提案した金額設定にしている。理事会１回あたり１０,０００円とした。（理事長）
意見：後期高齢者の負担を半額とする根拠が不明瞭なため。（書面）
回答：過去にアンケートを出しているので、そちらで説明している。（理事長）
意見：理事立候補者が０人、かつ１０名全員辞退となった場合の運用をどうするか。（書面）
回答：理事会は成り立ちません。１年間理事会が機能しないと想定される。現状も変更は無い。但し、協力金を設定した場合、少しは改善される可能性は高い。（理事長）
意見：第４期及び第９期で理事会出席率が悪く、理事会の運営がままならない期が存在した。今後に於いても良好な組合運営には適格な理事会運営が必須であると考え、本提案するに至った。（理事長）
意見：理事会の出席率が低い場合、理事会で何も決められない。理事長が独断で決めている様に思われる。（出席者）
意見：協力金を設定した所で、今後の理事会への出席率が向上するかは不明だが、今よりも多少改善されると想定している。区分所有者では無い外部居住者は以前理事会へ参加出来なった事はあるが、第１期から第９期までで１７戸／６９戸（１／４）が理事会へ１度も出席していない。（理事長）
意見：最後の理事会で４時間から５時間議論して協力金制度を決めた。（理事長）
意見：第１０期で運用しながらルールを決める事を想定している。（理事）
意見：第１０期以降で運用細則を運用してから、最終的には使用細則へ落とし込む予定でいる。（理事長）
質問：理事会は土日限定にしているのか。（出席者）
回答：Ｎｏである。例えば金曜日だけしか理事が理事会に出席出来ない場合は、金曜日に理事会を設定すれば良いが、平日の夜間は２０時までしか管理会社の事務所を借用が出来ないので、平日２０時以降で理事会を実施する場合は、エントランスでの実施になる可能性が高い。
　　　機械式駐車場を平面化した２階部分に会議室を設定出来ないかを、㈱ＴＤＳ及び㈱剛力建設へ見積り依頼をしたが、増築工事の見積り依頼自体を辞退された経緯がある。（理事長）
意見：以前に参加していた理事会の参加率が高かった為、協力金制度に以前は反対していたが、来期理事の参加率を見て背景が分かった。（出席者）
質問：協力金の金額は固定されるのか。（出席者）
回答：第１０期から第１６期まで協力金の設定金額は変更しないつもりでいるが、総会・理事会で議論して、再度総会で変更提案する事は可能である。（理事長）
意見：一度協力金制度をやってみるのもありかと思う。少しずつやり方を変えていくのもありだと考えた。（出席者）
意見：賛成であるが、金額変動は輪番制１周（第１０期から第１６期）変更しない方が良い。（出席者）
意見：まずやってみようで良いと考える。５,０００円／月でどれ位この制度を利用するか確認したい。（主席者）
意見：理事会出席率が低いので、ここまで来たら仕方ない。家庭の事情があるので何とも言えないが、５０％の出席率であれば現実的であると考えている。冠婚葬祭等があると、圧迫感を感じる。コメントに困る。（出席者）
意見：理事会が何をしているかが分かっていない。手段として協力金であって、ある程度金額が高くないと強制力が上がらない。理事会出席率が低いと理事会が成り立たない。６回の中で各１回理事の業務報告する場を決めれば問題無いと考える。（出席者）
意見：個人情報保護の観点からも多角的に対処を考えており、しっかりしていると感じた（出席者）
意見：お金が絡んでくるので、引掛りがあった。理事会が成り立たないので、まずはやってみるのが良いと感じた。（出席者）
意見：理事会の参加率が高かったので、実感が沸かないが、理事会出席者が少ない中で決めるのが難しいのは分かった。お金以外で出席率を上げる手段が無いので仕方ない。
土日休みではないという理由で理事会に参加しないのは、平日開催する場合平日勤務している組合員にも同じことが言えるので参加できない理由にはならないと思う。（出席者）
意見：他のマンションより理事会の出席率は高いと考えている。集まらないと理事長がノイローゼになるリスクや理事の不正が発生したりするので、理事会出席率を上げる事が大切だと感じるが。お金の事は何とも言えない。（出席者）
意見：月額２,０００円程度だと払って終わりという気もするので月額５,０００円は妥当だと感じた。（出席者）
意見：理事が理事会で活動しないと、マンションがどんどん劣化や故障して、生活を脅かされていく事が分かった。（出席者）
意見：第１０期で平日に理事会開催するのをトライアル実施してみたいと考えている。（出席者）
意見：理事が１度も理事会に出席しない事で、理事会で何をしているか分からない状態である事で関心が沸かない事が課題であり。協力金と言う厳しい手段となっているのは理解している。
理事会に参加することが大切であり、厳かにすると業者から工事金額を水増しされたりする事で、結果的にお金に跳ね返ってくる為、自分たちの生活基盤に懸念が生じる可能性があるのではないかと考える。（理事長）




	第３号議案
	第１０期からの理事会役員協力金制度追加承認の件

	議長より、予め配付された資料に基づき議案内容の説明がなされ、質疑応答の後、議長が本議案の承認を諮った結果、賛成多数にて可決承認された。

	承認事項
	●理事会協力金制度を下記日程通り、施行開始すること。
・本管理規約の発布は、２０２３年３月２６日（第１０期から）とする。




	第４号議案
	自転車置場使用催促変更承認の件

	議長より、予め配付された資料に基づき議案内容の説明がなされ、質疑応答の後、議長が本議案の承認を諮った結果、賛成多数にて可決承認された。

	承認事項
	●使用催促を別紙の新・旧対比表の通り、変更すること。
・本使用催促の発布は、２０２３年３月２６日（第１０期から）とする。

	主な質疑応答の内容は以下のとおり。
意見：前回の臨時総会で出席者から自転車置場の不一致の指摘があり、自転車理事が駐輪場の棚卸確認を実施した結果を使用細則へ織り込んでいる。
総会資料には記載していないが、１台は契約されていない自転車があり、警察に防犯登録を確認した上で廃棄した。１台は未契約（利用料金を支払いしない状態）で駐輪場を使用されており、悪質性が高いが、いつから駐輪されているかの証拠が不十分の為、未請求とした。（理事長）
質問：ステッカーを確認する目的は何か。（出席者）
回答：契約状況をステッカー番号で判断する為に確認しており、番号が違う場合がある。（理事長）
意見：使用していない区画に対して、何か目印を付けたらどうか。（出席者）
回答：逆転の発想であり、検討の価値はあると考える。次期理事会で具体的な検討を行いたい。（理事長）
意見：協力金と駐輪場のネガティブな議案を２つ同時に出すのは強硬的に思われるのでは。（出席者）
回答：嫌われようが強硬的と思われても問題無いが、自転車理事になった時に棚卸の業務を実施する際に、理事を守る為にルール化している。使用細則の日本語の文言が厳しいかもしれない。（理事長）
意見：使用細則は更に逃げ道を作った方が良いかもしれない。（出席者）
回答：そもそも自転車カバーを設定しても良いかは判断が出来ていない。（理事長）
意見：今回の使用細則が変更された場合、ドロヨケからフレームにステッカー貼替えは、次回ステッカー配布時からの変更で良いのか。（出席者）
回答：Ｙｅｓで、次回ステッカー配布時からで良いと考えている。（理事長）
意見：隣のマンションは自転車の区画が決まっていないので、ステッカーに毎年配布している様に見える。（理事長）
質問：今回決定したルール（使用細則）を変更するのは問題無いか。（出席者）
意見：過去のルールをより良い状態のルールに更新していくのは全然問題無いと考えている。（理事長）
意見：総会に参加すれば雰囲気や感覚が分かるが、日本語の文言の表現が強いと思う。（出席者）
意見：総会で使用細則の文言を変更が出来るくらい出席者がいれば、その場で変更可能。（出席者）




	第５号議案
	使用細則変更承認の件

	議長より、予め配付された資料に基づき議案内容の説明がなされ、質疑応答の後、議長が本議案の承認を諮った結果、賛成多数にて可決承認された。

	承認事項
	●共用部（廊下・ゴミ庫）に害虫駆除剤の設置を容認すること。
・本管理規約の発布は、２０２３年３月２６日（第１０期から）とする。

	主な質疑応答の内容は以下のとおり。
意見：高層階に住んでいる理事でゴキブリが発生しているとの情報があった為、今回提案した。（理事長）
意見：７階バルコニーでゴキブリが発生しているが、自分で対処するしか無いか。（出席者）
回答：Ｙｅｓで、ゴミ置き場にはコンバットを４つ設置してみたが効果は不明である。（理事長）
意見：バルコニーに置いた荷物が原因で発生しているかもしれない。（出席者）
回答：理事会で議論したが、第１０期から消防設備点検等の際に理事が立会いしてバルコニーの放置物を指摘する方法も検討したが、まだ検討中である。（理事長）
意見：１２階と１１階でもゴキブリが発生している。（出席者）
回答：原因は不明であるが、可能性としては、階段や配管を移動してなのか、引越しする際の段ボールや宅配の段ボール等にゴキブリの卵が入って羽化した物が原因なのかもしれない。ゴミ置き場に置いた暫定対策のコンバットは遅効性があり選択した。ブラックキャップは即効性が高い。
意見：基本的には共用部に物品放置は禁止だが、物品放置した場合に台風等で隔て板が破損するケースが考えられる。対策としては、直接訪問して注意するしかない。ゴミ置き場と共用廊下の使用細則のルールは厳しくしたが、バルコニーはまだ手が付けられていない。（理事長）
質問：対象を個別に記載するのではなく、「害虫」と総称することで今後の将来的な対処も可能になるのではないか（出席者）
回答：どちらでも良いと考えている。「害虫」でも個別の虫名称を追加でも良いが、害虫と記載した場合には具体的な虫を識別・判断が出来ない可能性もあり、メリットもデメリットもある。（理事長）
意見：鳩の糞害とはどうするか。鳥を叩いたりすると違法であり困っている。（出席者）
回答：今は糞を拭き取るしかない。（理事長）



	第６号議案
	生活総合サポートサービス継続承認の件

	議長より指名され管理会社より、予め配付された資料に基づき議案内容の説明がなされ、質疑応答の後、議長が本議案の承認を諮った結果、賛成多数にて可決承認された。

	承認事項
	●伏見管理サービス（株）が提供する「生活総合サポートサービス」を従前と同一内容にて更新する。
・契約委託先：伏見管理サービス（株）
・契約期間：２０２４年２月１日～２０２５年１月末日（以降は自動更新となります）

	主な質疑応答の内容は以下の通り。
質問：管理会社のホームページに住まいるサポートの連絡先電話番号を載せない理由は何か。（出席者）
回答：生活総合サポートサービスを契約していない組合もあるため載せていない。（管理会社）
質問：紙ベースでの周知では不便であり、別の周知方法も検討願いたい。（出席者）
回答：目下のところ、サービスの連絡先を表記している案内書面を配付し、ホームページの活用については会社に報告の上、検討したい。（管理会社）
意見：宅配ＢＯＸと自治会の掲示板の隣に、住まいるサポートの連絡先の掲示がある。（出席者）




	第７号議案
	管理委託契約更新の件

	議長より、予め配付された資料に基づき議案内容の説明がなされ、質疑応答の後、議長が本議案の承認を諮った結果、賛成多数にて可決承認された。

	承認事項
	●管理委託契約を従前と同一の内容にて更新する。
・管理会社：伏見管理サービス㈱
・契約期間：２０２３年５月１日～２０２４年４月末日
・定額管理委託費：５３２，１８０円（月額/税込）




	第８号議案
	管理委託契約変更及び機械警備契約締結承認の件

	議長の指名により、伏見管理サービス（株）から管理委託契約変更及び機械警備契約締結との説明があった。質疑応答の後、議長が承認を諮ったところ、本議案は賛成多数で可決・承認された。

	承認事項
	●以下の内容で伏見管理サービス（株）と管理委託契約変更の覚書を締結する。
・２０２３年６月末管理委託契約より「機械警備」を解約・除外
・２０２３年７月１日より定額管理委託費を５３２，１８０円（月額/税込）から
　５４１，６４０円（月額/税込）に変更
●以下の内容でセコム（株）と機械警備契約を締結する。
・２０２３年７月１日より機械警備費１８，７００円（月額/税込）
・一般会計に「機械警備費」を追加
変更比較表
変更部分内訳
（月額/税込）
変更前
変更後
差額
①管理員兼日常清掃費
２２７，７００円
２５５，４２０円
＋２７，７２０円
②雑排水管洗浄
１２，７６０円
１４，３００円
＋１，５４０円
③機械警備費
１９，８００円
１８，７００円
－１，１００円
※上記以外使用変更はなし



	主な質疑応答の内容は以下の通り。
質問：議案書の委託費の値段が違うので教えて欲しい。（出席者）
回答：議案書の部分は税込み価格となっており、見積書は税抜き価格となっている。（管理会社）
質問：機械警備を自主点検にした場合のデメリットの方が大きいのでは。（書面）
回答：機械警備を自主点検にした場合の管理組合の手間は増えない見込み。（管理会社）
意見：値上げになるので反対。（書面）
回答：管理会社が撤退しても良いのであれば、議案に反対しても問題無いと考えている。（理事長）




	第９号議案
	第１０業計画案及び予算案承認の件　

	議長より、予め配付された資料に基づき議案内容の説明がなされ、質疑応答の後、議長が本議案の承認を諮った結果、賛成多数にて可決承認された。

	承認事項
	第１０業計画案及び予算案の承認

	主な質疑応答の内容は以下の通り。
意見：２年前から長期修繕計画見直しを実施しており、第１０期予算の主な変更点としては、一般会計（管理費）・特別会計（修繕積立金）・駐車場会計を分けている。近々で電気代が高くなっているが、現状で対策案が無い。修繕費を第１０期から段階積上げ方式から均等積立て方式に変更したが、近々での物価上昇率が高い為、第２回目の大規模修繕工事で修繕費が不足するリスクはある。来期の理事活動として、消火器が耐用年数１０年の為、来期消火器の交換対応を理事会で依頼したい。駐車場改選が偶数期なので依頼したい。北側扉の保守点検を２年に１回にしても良いのか検討を依頼したい。火災報知器は国税庁の耐用年数が８年となっており、来年交換検討しても良いかもしれない。（理事長）




	第１０号議案
	第１０期役員選出承認の件

	議長より、予め配付された資料に基づき議案内容の説明がなされ、質疑応答の後、議長が本議案の承認を諮った結果、賛成多数にて可決承認された。

	承認事項
	●第１０期役員を下記の通り、役員の互選で選出すること
＜第１０期役員＞※敬称略
理事長　　　　　　　　　１３０１号室　　池田　孝弘
副理事長    　　　　　　  ６０１号室　  浦上　万里子
理事（会計）　　　　　　  ７０２号室	　郭 磊
理事（広報）              ３０５号室　  間瀬　翔太
理事（防犯・防災）        ８０３号室　　大友　隆
理事（駐車場・生活環境）１００５号室　　深松　考太
理事（自治会・地域）    １１０６号室	　加藤　直
理事（建築設備）          ２０１号室　　木下　松美
理事	                    ４０６号室　  藤木　敬大（占有者）
監事	                    ９０４号室　　建部　亘希
●管理組合の管理費等収納口座および修繕積立金等保管口座の代表者名を第１０期理事長名に変更すること。

	主な質疑応答の内容は以下の通り。
意見：理事は２年までにして欲しい。（書面）
回答：現状は理事立候補を何年でも続ける事が可能な状態となっている。管理規約を変更すれば、理事を２年までの交代制にする事は可能であるが、以前の理事会アンケートでは立候者制の賛成が多かったので、現状は変更しないで良いと考えている。もし変更したいのであれば、理事長に立候補してアンケート等を取得して、自分自身で管理規約を変更すれば良い。やる気のある理事を選任させない理由が無い。同じ理事が何期も継続するメリットの方が管理組合にとって、遥かに多いと想定される。（理事長）

	その他
説明：建物診断結果が出た為、調査結果について、プレシス本厚木コンフォート管理組合のホームページに建物診断結果のｐｄｆファイルを保存したと報告があった。（理事長）
また出席者に対して、理事会で㈱Ｔ.Ｄ.Ｓから配布された書類の回覧があった。（理事長）
質問：今回、専有部内での火災警報が発報した理由はなにか。（出席者）
回答：過去に２回とも同じ専有部から発生しているが、直接的な関連性の特定は難しい。
　　　他マンションでの事例ではあるが、冬期のエアコン稼働の吹き出し状況に応じて、感知器が温度変化を火災と誤認識してしまい、発報に至って例もある。（管理会社）
意見：ミニバイク置き場に電動付き自転車(子供乗せ)でも借りれるようにして欲しい。（書面）
回答：第１０期の理事会で検討をお願いします。（理事長）





【開会】
午後１２時３５分、全ての議事が終了したことを議長が宣し、閉会した。

以上、２０２３年３月２５日に開催されたプレシス本厚木コンフォート管理組合第９期定期総会の審議及び議事の内容及び結果について、実際と相違ないものと認め、議長及び議事録署名人がここに署名押印する。


所在地：神奈川県厚木市旭町五丁目４３番１１号
名　称：プレシス本厚木コンフォート管理組合

　　　　年　　月　　日

議　　    長　　　　　　号室　　　　　　　　　　　　　　　印


議事録署名人　　　　　　号室　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


議事録署名人　　　　　　号室　　　　　　　　　　　　　　　印
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